
◎義務教育費国庫負担法及び公立養護学校整備特別措置法の一部

を改正する法律 
（平成一五年三月三一日法律第一二号）   

一、提案理由（平成一五年三月七日・衆議院文部科学委員会） 

○遠山国務大臣 このたび、政府から提出いたしました義務教育費国庫負担法及び公立

養護学校整備特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概

要を御説明申し上げます。 

 義務教育は、憲法の要請により、すべての国民に対し、必要な基礎的資質を培うもの

であり、国と地方が適切に役割分担しつつ、円滑に実施することが重要であります。 

 一方、現在、政府においては、地方行財政改革を推進するため、地方分権改革推進会

議の意見や経済財政諮問会議における議論などを踏まえ、国と地方の役割分担に応じた

事務事業のあり方の見直し、国庫補助負担金の縮減に向けた検討を進めているところで

あります。 

 この法律案は、かかる政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金について、義務教育

に関する国の責任を適切に果たしつつ、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用

負担のあり方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定することとするもので

あります。 

 次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。 

 この法律案は、共済費長期給付及び公務災害補償に要する経費の性質にかんがみ、平

成十五年度から、公立の義務教育諸学校の教職員等に係る共済費長期給付及び公務災害

補償に要する経費を国庫負担の対象外とするものであります。 

 なお、このことに伴う地方財源の手当てについては、所要の財源措置が講じられるこ

ととされております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、十分御審議の上、速やかに御賛成くださいますようお願いいたします。 

二、衆議院文部科学委員長報告（平成一五年三月一八日） 

○古屋圭司君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文部科学委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国と地方の役割分担及び

費用負担のあり方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定しようとするもの

で、その内容は、平成十五年度から、公立の義務教育諸学校の教職員等に係る共済費長

期給付及び公務災害補償に要する経費を国庫負担の対象外とするものであります。 

 本案は、去る三月七日の本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、同日本委員

会に付託されました。 

 本委員会におきましては、同日遠山文部科学大臣から提案理由の説明を聴取した後、

十二日から質疑に入りました。十四日には参考人から意見を聴取するなど慎重に審査を



重ねた後、質疑を終局し、討論の後、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとお

り可決すべきものと議決した次第であります。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年三月一四日） 

 政府は、義務教育の重要性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

一 義務教育は、憲法の要請により、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、

今後とも、国の責任において、その水準の維持向上を図るとともに、教育の機会均等

を損なうことのないようにすること。 

二 義務教育について国はその責任を適切に果たすため、地方の自主性の拡大という視

点に配慮しつつ、義務教育費国庫負担制度を堅持し、地方の財政運営に支障を生じる

ことのないよう適切な措置を講ずること。 

三 本法律案に係る地方への財源措置は、平成十五年度の暫定措置となっているが、次

年度以降も地方財政を圧迫しないように適切な措置を講ずるよう配慮すること。 

四 学校栄養職員、事務職員の学校教育において果たす役割の重要性にかんがみ、これ

らの職員に係る経費についても国庫負担の仕組みを堅持すること。 

三、参議院文教科学委員長報告（平成一五年三月二八日） 

○大野つや子君 ただいま議題となりました法律案につきまして、文教科学委員会にお

ける審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、公立の義務教育諸学校の教職員等に係る共済費長期給付及び公務災害補

償基金負担金等に要する経費を、その性質にかんがみ、国庫負担の対象外としようとす

るものであります。 

 委員会におきましては、本法律案の提出に至る経緯、義務教育に対する国の責務、一

般財源化に伴う財源措置等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって

御承知願いたいと存じます。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して佐藤理事より、

日本共産党を代表して林理事より、それぞれ反対の意見が述べられました。 

 討論を終わり、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決

定いたしました。 

 なお、本法律案に対して附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一五年三月二七日） 

 政府は、義務教育の重要性にかんがみ、次の事項について特段の配慮をすべきである。 

一、義務教育は、憲法の要請により、国民として必要な基礎的資質を培うものであり、

今後とも、国の責任において、その水準の維持向上を図るとともに、教育の機会均等

を損なうことのないようにすること。 



二、義務教育について国はその責任を適切に果たすため、地方の自主性の拡大という視

点に配慮しつつ、義務教育費国庫負担制度を堅持し、地方の財政運営に支障を生じる

ことのないよう適切な措置を講ずること。 

三、本法律案に係る地方への財源措置は、平成十五年度の暫定措置となっているが、次

年度以降も地方財政を圧迫しないように適切な措置を講ずるよう配慮すること。 

四、学校栄養職員、事務職員の学校教育において果たす役割の重要性にかんがみ、これ

らの職員に係る経費についても国庫負担の仕組みを堅持すること。 

五、未来への先行投資としての教育の性格にかんがみ、教育予算の充実、確保に努める

こと。 

 右決議する。 


